
【 強 い 農 業 の 基 盤 づ く り 】

 九 州 で は 、水 田 の 整 備 済 割 合 が 、全 国 平 均 の 64.7％ よ り 低 い 60.4％

と な っ て お り 、 ま た 、 畑 に つ い て は 、 全 国 平 均 の 23.9％ よ り 少 し 高

い 26.4％ と な っ て い ま す 。  

基 盤 整 備 に よ り 、 非 効 率 な 営 農 条 件 が 解 消 さ れ 、 大 型 機 械 の 導 入

な ど で 生 産 コ ス ト が 大 幅 に 削 減 さ れ て き た も の の 、50a 以 上 の 大 区 画

の 農 地 の 整 備 済 割 合 は 、九 州 で は 6.1％ で 全 国 平 均 の 9.9％ よ り も か

な り 低 く 、汎 用 化 に つ い て も 46.2％ と 全 国 平 均 の 44.7％ と 同 程 度 の

状 況 に あ り ま す 。 さ ら に 、 整 備 済 み ほ 場 で も 長 期 間 経 過 し た 暗 渠 排

水 は 目 詰 ま り が 起 こ り 本 来 の 排 水 機 能 を 発 揮 出 来 て い な い も の も あ

り ま す 。 こ の た め 、 引 き 続 き 大 区 画 ・ 汎 用 化 を メ イ ン に ほ 場 の 整 備

を 進 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  
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全国 九州 全国 九州

243.2 31.4 - -

157.5 19.0 64.7 60.4

うち汎用化 108.8 14.5 44.7 46.2

うち大区画(50a以上) 24.1 1.9 9.9 6.1

面積（万ha) 整備率（％）

田

耕地面積

30a程度以上の区画

水 田 整 備 済 割 合 の 推 移 （ 九 州 ）

農 地 の 整 備 状 況

資 料 ： 農 林 水 産 省 「 耕 地 及 び 面 積 統 計 」、「 農 業 基 盤 情 報 基 礎 調 査 」

農業の持続的発展 －基盤整備－ 
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再生利用が可能な
荒廃農地
（Ａ分類）

再生利用が困難と見
込まれる荒廃農地
（Ｂ分類）

平成20年 56,378 27,475 28,903 -
平成21年 62,394 28,935 33,459 1,321
平成22年 65,599 28,197 37,402 1,586
平成23年 62,500 30,914 31,586 2,405
平成24年 65,166 29,438 35,729 2,825
平成25年 67,722 28,194 39,528 3,061
平成26年 68,228 26,400 41,828 2,042
平成27年 69,996 24,729 45,267 2,175
平成28年 73,333 20,931 52,402 3,059

資料：農林水産省調べ

年
荒廃農地
面積計

再生利用
された面積

【 九 州 管 内 の 荒 廃 農 地 面 積 推 移 】

るための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の

状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用

することができないと見込まれるものに相当するもの

することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込

まれるもの

○再生利用が可能な

　 荒廃農地

○再生利用が困難と見 荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元す

○荒廃農地
現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の

農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地

荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生

　 込まれる荒廃農地

【 荒 廃 農 地 の 実 態 】  

 農 林 水 産 省 で は 、平 成 20(2008)年 以 降 毎 年「 荒 廃 農 地 調 査 」を 実

施 し 、全 国 の 荒 廃 農 地 面 積 を 把 握 し て い ま す 。九 州 農 政 局 管 内 の 平

成 28(2016)年 の 荒 廃 農 地 面 積 は 7 万 3,333ha で 、 こ の 10 年 間 で 約

1 万 7,000ha 増 加 し て い ま す 。  

【 再 生 利 用 に 向 け た 取 組 】  

九 州 管 内 の 各 県 市 町 村 で は 、国 の「 荒 廃 農 地 等 利 活 用 促 進 交 付 金 」

を 活 用 し 、 雑 木 の 除 去 や 土 作 り 等 の 取 組 の ほ か 、 県 単 独 事 業 等 を 活

用 し 、 営 農 再 開 や 農 業 施 設 の 整 備 等 の 取 組 が 進 め ら れ て い ま す 。  

九 州 農 政 局 で は 、解 消 に 向 け た 課 題 と 対 処 状 況 の 把 握 等 を 目 的 に 、

荒 廃 農 地 対 策 に 関 す る 市 町 村 現 地 調 査 を 行 い 、 把 握 し た 情 報 を 各 県

市 町 村 と 共 有 す る と と も に 、 先 進 的 な 取 組 を 行 っ て い る 農 業 者 等 の

活 動 内 容 を 荒 廃 農 地 解 消 事 例 と し て と り ま と め 、 農 政 局 ホ ー ム ペ ー

ジ に 掲 載 す る な ど 、 再 生 利 用 の 推 進 を 図 っ て い ま す 。  
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【 バ ラ エ テ ィ に 富 ん だ 国 営 事 業 を 実 施 】  

 九 州 管 内 で は 、荒 瀬
あ ら せ

ダ ム や 徳 之 島
と く の し ま

ダ ム 、沖 永
お き の え

良 部
ら ぶ

の 地 下 ダ ム の 建 設

と い っ た 大 規 模 な 水 源 の 開 発 、筑 後
ち く ご

川
が わ

下 流 左 岸・右 岸 で の 農 地 防 災 事

業 に よ る ク リ ー ク（ た め 池 兼 用 排 兼 用 水 路 ）の 法 面 の 保 護 整 備 。さ ら

に は 、有 明 海 沿 岸 や 玉 名
た ま な

横 島
よ こ し ま

で は 、高 潮 や 波 浪 な ど の 自 然 災 害 か ら 農

地 や 宅 地 等 を 防 護 す る 堤 防 の 整 備 な ど 多 様 な 国 営 土 地 改 良 事 業 等 を

展 開 し て き ま し た 。  

こ れ ら の 事 業 実 施 に よ り 、筑 紫
つ く し

平 野
へ い や

で は 、日 本 一 の 耕 地 利 用 率 を 誇

る 農 業 を 展 開 し 、 米 ・ 麦 と 大 豆 の ブ ロ ッ ク ロ ー テ ー シ ョ ン が 盛 ん で 、

多 種 多 様 な 農 作 物 が 生 産 さ れ る よ う に な り ま し た 。ま た 、南 部 九 州 で

は 、野 菜 や 茶 等 を 中 心 と し た 大 規 模 な 畑 地 か ん が い 営 農 が 定 着 し 、大

規 模 な 産 地 が 形 成 さ れ て い ま す 。  
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農 地 や用 排 水が 整備 さ れた筑 紫 平野 

国 営 土 地 改 良 事 業 等 実 施 地 区 位 置 図  

地下ダムによる畑地かんがい（沖永良部） 

畑 地 か ん が い 営 農 （ 南 薩 ）  
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【 計 画 的 な 農 業 水 利 施 設 の 長 寿 命 化 が 必 要 】  

 国 営 か ん が い 排 水 事 業 及 び 関 連 事 業 等 の 実 施 に よ り 、 九 州 に お け

る 農 業 用 水 を 供 給 す る 基 幹 的 な 農 業 水 利 施 設 は 、 ダ ム 、 頭 首 工 、 用

排 水 機 場 等 の 施 設 が 約 1,000 箇 所（ 全 国 の 14％ ）。ま た 、農 業 用 用 排

水 路 の 延 長 は 約 4,500km（ 全 国 の ９ ％ ） に 及 び ま す 。  

し か し 、 こ れ ら の 施 設 は 老 朽 化 が 進 み 、 耐 用 年 数 の 超 過 割 合 を 見

る と 、 熊 本 県 、 大 分 県 、 宮 崎 県 及 び 鹿 児 島 県 で 全 国 平 均 （ 線 的 な 施

設 ） を 上 回 っ て お り 、 特 に 、 熊 本 県 、 大 分 県 及 び 宮 崎 県 は 半 数 以 上

の 施 設 が 耐 用 年 数 を 超 過 し て い ま す 。 ま た 、 近 年 は パ イ プ ラ イ ン の

破 裂 な ど 突 発 事 故 の 発 生 も 増 加 し て き て い る こ と か ら 、 今 後 と も 引

き 続 き 、 計 画 的 な 農 業 水 利 施 設 の 長 寿 命 化 の 推 進 に よ る 施 設 の 更

新 ・ 保 全 管 理 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。  

耐用年数超過割合（平成 28（2016）年）  

資 料 ： 農 業 基 盤 情 報 基 礎 調 査  

農業水利施設の突発事故発生状況（ 全 国 ）  

資 料 ： 農 村 振 興 局 調 べ  

農業用用排水路のストック量（平成 28（2016）年） 

資 料 ： 農 業 基 盤 情 報 基 礎 調 査  
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